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Contract? 

Fixed-price contracts（固定価格契約） 
 Firm fixed price（完全な固定価格） 
Fixed price with adjustment （長期契約などで定期見直し条項がある など） 
Fixed price with redetermination （状況が不明なため、開始後の状況を見て確定契約） 
Fixed price with downward price protection （定期見直し時の最低価格を事前決定） 
Fixed price with incentive（成功報酬型契約） 

 
Cost-Reimbursable contracts（発生コストに応じて支払う契約） 
Cost-without-fee （報酬とは別に発生コスト分は全額支払保証） 
 Cost-sharing （発生コスト折半） 
 
Partially defined contracts （部分的に確定型の契約） 
Value contract （契約Max額は決定するが、個別支払いは個別 - Blanket Agreements) 
Time and material contract (作業発生ベース払い） 

 
Letter agreement 

契約の種類（Types of a contract） 

A contract is a set of documents, governed and districted by low, that clearly establish the boundaries, extent and 
intent of exciting parties’ relationship, along with the rights and responsibilities of the entities involved. 

契約の定義（Definition of a contract） 



Contract Life Cycle 

Contract Conception &  
Creation 
（Contract Authoring) 

Contract Collaboration Contract Execution 

契約文言作成 
(契約起草） 

契約内容調整 契約締結 

Contract Administration 

契約管理 

Contract Closeout 
& Analysis 

契約終了と分析 

Contract Life Cycle 

契約には上記のようなライフサイクルがあるとの認識のもとに、契約ごとに一気通貫 
で、どのような状況にあるかが適正に管理できなければならないのでは？ 
 
例えば、契約締結まではコントロールされていても、契約実行以降をきちんと把握 
していないとかは無いだろうか？ 



Enterprise Contract Management Maturity Model 

Level 

1 
Ad Hoc 

Level 

2 
Repeatable 

Level 

3 
Defined 

Level 

4 
Managed 

Level 

5 
Optimizing 

Continuous improvement 
Through Change, Learning 
and Knowledge Management  

Control variation 
Through Quantitative Management 

Develop Standard, Consistent 
and Integrated Contracting Practice 
Through Business Process Reengineering  

Stabilize Environment 
Trough Process Management 

ソフトウェアの製作について 
成熟度評価モデルがあります 
 
それと類似して、全社契約管理 
（ECM：Enterprise Contract 
  Management）の成熟度評価 
  モデルを作成してみています 



ECM 成熟度チェックリスト（１） 

実施状況 評点 

し
て
い
な
い 

稀
に
す
る 

と
き
ど
き 

ほ
と
ん
ど 

常
時 

素
点 

重
み
（We
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t) 

重
み
付
け

後
の
評
点 

プロセス領域１：契約文言作成/起草（Contract Authoring) 

PA01.1 契約記述（内容）の作成手順は定められたものがあり、文書化され、標準化され、
全社の広がりで漏れなく展開されている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA01.2 重要性、秘匿性、金額に関わらず、全ての購買契約で所定の契約文言作成プロセ
スが必ず実施されている（かつ、その実施状況は他者がトラッキングできようになっ
ている） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA01.3 RFx文書からの情報引用、作成開始時の契約書（文言）雛形のシステム登録内容
の自動引用などの、契約文言作成プロセスに含まれる多くのプロセスが自動化さ
れている（任意に起草を始めることはない） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA01.4 標準の契約書雛形のシステム内登録が行われており、それを使って適正な利用ガ
イドラインが契約書作成者に対して提示されている １ ２ ３ ４ ５ 

PA01.5 契約作成中の契約文書の改訂履歴が保存され、なぜ改訂されたかの監査チェック
に提出できるようになっている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA01.6 法務、リスク管理、税務などの他の業務機能の必要な参画を得て、契約書文言作
成が行われている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA01.7 契約書文言作成プロセスは、他の契約関連プロセスとの関連において齟齬/不整
合が発生しないとともに、Strategic SourcingやSRMなどの購買業務プロセスとも整
合性が取れている必要がある 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA01.8 標準文言の改訂が発生している場合（改訂や削除）には、必要な関係者に事態発
生の警告が自動的に発せられている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA01.9 契約書文言作成プロセスの効果・効率が定期的に測定・評価されている １ ２ ３ ４ ５ 

PA01.10 業務からの教訓・ノウハウが共有され、契約文言作成プロセスの継続的改善に取
り込まれている 

１ ２ ３ ４ ５ 



ECM 成熟度チェックリスト（２） 
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プロセス領域2：（締結前）契約内容調整（Contract Collaboration) 

PA02.1 契約内容調整手順は定められたものがあり、文書化され、標準化され、全社の広
がりで漏れなく展開されている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA02.2 重要性、秘匿性、金額に関わらず、全ての購買契約で所定の契約内容調整プロセ
スが必ず実施されている（かつ、その実施状況は他者がトラッキングできようになっ
ている） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA02.3 合意に至るまでのサプライヤとの文言の協議、購入事態や購入金額の承認を得る
ためのコミュニケーション手順などの、契約内容調整プロセスに含まれる多くの
ルーチンで繰り返されるプロセスが自動化されている（手作業で逸脱できない） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA02.4 交渉テーマ、交渉計画、中間結果サマリー、最終結果サマリー、交渉結果のレ
ビューと承認などの実施が、所定の契約内容調整プロセスの一部として定義され
ている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA02.5 時点ごとの同意記録（電子形態・紙）がシステム内に一元登録され、権限がある人
が随時に参照できるようになっている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA02.6 調達購買、設計などの他の業務機能の必要な参画を得て、契約内容調整交渉が
行われている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA02.7 調達購買、技術などの他の業務機能の必要な参画を得て、個々のサプライヤーと
の契約の最終意思決定が行われている 

PA02.8 契約内容調整プロセスは、コスト管理、技術、開発テーマ/プロジェクト管理など他
などの購買業務プロセスと整合性が取れている必要がある １ ２ ３ ４ ５ 

PA02.9 交渉結果により許容範囲を超えた変更が発生している場合、追加承認を要請依頼
が、必要な関係者自動的に発せられている 

１ ２ ３ ４ ５ 



ECM 成熟度チェックリスト（３） 
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プロセス領域2：（締結前）契約内容調整（Contract Collaboration) 

PA02.10 契約担当者の作業が他の業務部門、会社、サプライヤーに対してどう役立ったか
を評価する指標が事前に定義され、その結果が測定・評価されているとともに、業
務からの教訓・ノウハウが共有され、契約内容調整プロセスの継続的改善に取り
込まれている 

１ ２ ３ ４ ５ 



ECM 成熟度チェックリスト（４） 
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プロセス領域3：契約締結（Contract Executing) 

PA03.1 契約締結手順は定められたものがあり、文書化され、標準化され、全社の広がり
で漏れなく展開されている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA03.2 重要性、秘匿性、金額に関わらず、全ての購買契約で所定の契約締結プロセスが
必ず実施されている（かつ、その実施状況は他者がトラッキングできようになってい
る） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA03.3 標準文言に即した同意内容であること、および改訂がある場合は法務承認を得て
いることの確認、双方の適正な署名者によるサインがなされていることの確認など
の、契約締結プロセスに含まれる多くのルーチン・繰り返し作業プロセスが自動化
されている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA03.4 契約締結プロセスは、紙へのサインであれ、電子サインであれ、契約書の最終合
意内容に対して、署名を行うプロセスを含んでいなければならない １ ２ ３ ４ ５ 

PA03.5 署名済み契約がシステム内に一元登録され、権限がある人が随時に参照できるよ
うになっている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA03.6 調達購買などの他の業務機能の必要な参画を得て、契約締結が行われている 
１ ２ ３ ４ ５ 

PA03.7 契約締結後の締結通知ミーティングが開催され、全ての関係者に対し、契約の
キーポイントがきちんと伝達されるような配慮がなされている（締結内容を知らない
ままになっている重要な関係者はいない） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA03.8 契約締結プロセスは、発注、契約実施管理、サプライヤー評価など他などの業務
プロセスと整合性が取れている必要があり、企業全体で統一の情報システムで一
元管理できるようになっている 

PA03.9 マイルストーンとなる時点（契約発効日、契約終了日など）が近づいた場合、必要
な関係者に事態発生の警告が自動的に発せられている 

１ ２ ３ ４ ５ 



ECM 成熟度チェックリスト（５） 
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プロセス領域3：契約締結（Contract Executing) 

PA03.10 契約担当者の作業が他の業務部門、会社に対してどう役立ったかを評価する指標
が事前に定義され、その結果が測定・評価されているとともに、業務からの教訓・ノ
ウハウが共有され、契約締結プロセスの継続的改善に取り込まれている 

１ ２ ３ ４ ５ 



ECM 成熟度チェックリスト（６） 
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プロセス領域4：契約管理（Contract Administration) 

PA04.1 契約管理手順は定められたものがあり、文書化され、標準化され、全社の広がり
で漏れなく展開されている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA04.2 重要性、秘匿性、金額に関わらず、全ての購買契約で所定の契約管理プロセスが
必ず実施されている（かつ、その実施状況は他者がトラッキングできようになってい
る） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA04.3 契約管理プロセスに含まれる多くのルーチン・繰り返し作業プロセスが自動化され
ている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA04.4 契約追補事項は親契約と関連付けて保持され、変更内容を簡単把握・追跡できる １ ２ ３ ４ ５ 

PA04.5 契約管理プロセスには、契約変更、支払実施、インセンティブや追加成功補修支
払などの実施に関する手順が含まれていなければならない 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA04.6 契約した内容の実施状況モニタリングに際し、調達購買などの他の業務機能の必
要な参画を得られている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA04.7 意思疎通、範囲変更、パフォーマンス評価などを目的とした定期的なミーティング
(成功報酬支払後/パフォーマンス評価時）が、サプライヤーとの間で開催されてい
なければならない 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA04.8 契約管理プロセスは、購買、請求書照合、サプライヤー評価など他などの業務プロ
セスと整合性が取れている必要があり、企業全体で統一の情報システムで一元管
理できるようになっている 

PA04.9 契約内容を越える事態が発生した場合、あるいはマイルストーンとなる時点（契約
発効日、契約終了日など）が近づいた場合、契約管理者に事態発生の警告が自
動的に発せられている 

１ ２ ３ ４ ５ 



ECM 成熟度チェックリスト（７） 
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プロセス領域4：契約管理（Contract Administration) 

PA04.10 契約担当者の作業が他の業務部門、会社に対してどう役立ったかを評価する指標
が事前に定義され、その結果が定期的に測定・評価されているとともに、業務から
の教訓・ノウハウが共有され、契約管理プロセスの継続的改善に取り込まれてい
る 

１ ２ ３ ４ ５ 
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プロセス領域5：契約終了と分析（Contract Closeout and Analysis) 

PA05.1 契約終了と分析手順は定められたものがあり、文書化され、標準化され、全社の
広がりで漏れなく展開されている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA05.2 重要性、秘匿性、金額に関わらず、全ての購買契約で所定の契約終了と分析プロ
セスが必ず実施されている（かつ、その実施状況は他者がトラッキングできように
なっている） 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA05.3 所定作業完了/資料作成の完了/未解決課題の解決の確認など、契約終了と分析
プロセスに含まれる多くのルーチン・繰り返し作業プロセスが自動化されている 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA05.4 サプライヤーからの製作物の受け取り、サプライヤーでのサブコントラクタ契約の
終了、非直接コストの精算、提要資料の廃棄などの検証が解約終了と分析プロセ
スには含まれていなければならない 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA05.5 契約終了と分析プロセスには、課題やクレームを迅速に解決するためのプロセス
手順が含まれていなければならない 

１ ２ ３ ４ ５ 

PA05.6 契約終了作業時に、調達購買などの他の業務機能の必要な参画を得られている 
１ ２ ３ ４ ５ 

PA05.7 契約終了後分析が実施され、契約文言作成、内容交渉、締結、実行管理の各機
能の状況評価が実施されなければならない １ ２ ３ ４ ５ 

PA05.8 契約終了と分析プロセスは、サプライヤー評価など他などの業務プロセスと整合
性が取れている必要があり、企業全体で統一の情報システムで一元管理できるよ
うになっている 

PA05.9 未完了タスクや未解決課題(支払いやサプライヤーの作業状況など）により、契約
終了できない場合、契約管理者に事態発生の警告が自動的に発せられている 

１ ２ ３ ４ ５ 
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プロセス領域5：契約終了と分析（Contract Closeout and Analysis) 

PA05.10 契約担当者の作業が他の業務部門、会社に対してどう役立ったかを評価する指標
が事前に定義され、その結果が定期的に測定・評価されているとともに、業務から
の教訓・ノウハウが共有され、契約終了プロセスの継続的改善に取り込まれてい
る 

１ ２ ３ ４ ５ 


	新刊書�“Enterprise Contract Management”�から（抜粋）
	“Enterprise Contract Management”？
	Contract?
	Contract Life Cycle
	Enterprise Contract Management Maturity Model
	ECM 成熟度チェックリスト（１）
	ECM 成熟度チェックリスト（２）
	ECM 成熟度チェックリスト（３）
	ECM 成熟度チェックリスト（４）
	ECM 成熟度チェックリスト（５）
	ECM 成熟度チェックリスト（６）
	ECM 成熟度チェックリスト（７）
	ECM 成熟度チェックリスト（８）
	ECM 成熟度チェックリスト（９）

